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令和６年１１月の特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（以下「フリーラン

ス法」という。）の施行に伴い、厚生労働省から示された「シルバー人材センターにおける

契約方法の見直しに関する基本方針」に基づき、請負・準委任の形態で仕事を引き受ける場

合の契約方法について、下記のとおり見直しを行います。 

この新たな契約方法は、令和８年度から一般家庭や公共団体の契約を始めとして、企業や

団体に順次拡大していく予定です。 

 

フリーランス新法への対応 

背景と目的 

フリーランス法は、フリーランスとして働く人々が安心して仕事ができる環境を整えるために

制定された法律であり、フリーランスの方と企業等の事業者の間の取引を適正化し、作業環境を

整備することを目的としています。 

 請負・準委任の仕事をする鳥取市シルバー人材センター（以下「センター」という。）の会員

はフリーランスであり、フリーランス法の適用対象です。 

 フリーランス法では、仕事をする会員と仕事を発注する発注者の間に、直接的な契約関係が生

じるようにしなければなりません。 

 

 

 

 

 

現行の契約方式 

 現在の契約方式は、発注者がセンターに①業務委託し、センターは会員に②再委託する二段

階の契約方式になっており、発注者と会員との間には、直接的な契約関係は生じていないため、

フリーランス法が適用できていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益社団法人鳥取市シルバー人材センター 

令和８年４月から契約方法の見直しを行います。 

フリーランス 

企業や特定の団体に所属せず個人の立場で業務ごとに契約し、仕事を請け負う働き方です。 

企業等と雇用契約は結ばないため、労働基準法を始めとした労働法は適用されません。 

 

センター

 

会 員

 
請負・準委任契約 

現 行 の 契 約 方 式 

請負・準委任契約 

①業務委託 ②再委託 

直接的な契約関係がない。 

発注者 
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厚生労働省における契約の見直しの提示 

 厚生労働省から発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようにするための契約方式の見

直し（案）が示され、令和５年１１月１３日付け職発 1 1 1 3 第１号において、厚生労働省職

業安定局長から各都道府県知事あてに「「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」

の施行を見据えたシルバー人材センターにおける契約方法の見直しへの協力依頼」が通知されま

した。 

 

新しい契約方式への移行 

三者間の包括的契約 

新しい契約方式は、発注者と会員の間に直接的な契約関係が生じるようにする三者(セン 

ター・発注者・会員)間の包括的契約です。 

発注者は、①センターを通じて会員への仕事を依頼し、センターが発注者と作業内容等を調整

して会員との②マッチングを行い、会員は発注者とセンターとの間で合意した③仕事をします。 

発注者は、会員がセンターとの間で合意した④仕事を適正に行うことができるように、作業環

境を整備します。 

センターは、発注者とセンターとの間で合意した仕事が円滑に行われるように、⑤会員をサポ

ートするとともに、発注者と会員との間で仕事の履行に関して⑥様々な調整を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 発注者 

センター

 会 員

 

利用契約 

三 者 間 の 包 括 的 契 約 

 

請負・準委任契約 

①利用申込 
②マッチング 

⑤会員の 

サポート 

 ⑥仕事に関する

調整 

④取引の適正化 

作業環境の整備 

③仕事の履行 
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三者間の包括的契約の締結 

 

 

 

            

 

 

 

 

                                           

                               

                       

 

 

                                

                                   

                           

フリーランス法に規定する給付の内容等の明示 

フリーランス法第３条第１項において、「業務委託事業者（発注者）は、特定受託事業者

（会員）に対し業務委託をした場合は、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を書

面又は電磁的方法により特定受託事業者（会員）に対し明示しなければならない。」と規定

されていますが、会員に対する給付の内容等の明示は、センターが会員に「会員業務仕様

書」を引き渡すことにより、発注者は、給付の内容等を会員に明示したことになります。 

 センターは、センターが契約している総合情報処理システムの会員専用サイト Smile to 

Smile を活用して、会員に「会員業務仕様書」を明示していきます。 

センター利用規約 

会員業務就業規約 

三者間の包括的契約の締結フロー図 

 

⑥ 請負・準委任契約の成立 

センター 

発注者 会 員 

⑦ 作 業 

会員が会員業務仕様書に

同意することで発注者と

会員の間に請負・準委任

契約が成立する。 
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包括的契約の締結フロー 

① 仕事の依頼 

  発注者からセンターに仕事を依頼します。 

② 利用規約等に同意 

発注者は、「公益社団法人鳥取市シルバー人材センター利用規約」及び「公益社団法人鳥取

市シルバー人材センター会員業務就業規約」に同意します。 

※利用規約等の掲載 

「公益社団法人鳥取市シルバー人材センター利用規約」及び「公益社団法人鳥取市シルバー

人材センター会員業務就業規約」は、センターのホームページに掲載しています。 

③ センター利用契約の締結 

発注者とセンターは、公益社団法人鳥取市シルバー人材センター利用契約を締結します。 

利用契約の契約額が５０万円以下の場合は、受任書を提出します。 

④ 会員業務仕様書の明示 

  センターは、「会員業務仕様書」を作成し、会員に作業条件を明示します。 

⑤ 会員業務仕様書の同意 

  会員は、センターが明示する「会員業務仕様書」に同意します。 

⑥ 請負・準委任の成立 

会員が「会員業務仕様書」に同意することにより、発注者と会員の間に請負・準委任契約が

成立することになります。 

⑦ 作業 

  会員は、「会員業務仕様書」に基づき、作業します。 

⑧ 委託料の請求 

  センターから「センター業務委託料」と「会員業務委託料」を発注者に請求します。 

※会員業務委託料の請求及び受領 

 業務実施会員は、会員業務委託料の請求及び受領をセンターに委託し、受託したセンター

は、発注者に請求します。 

⑨ 委託料の支払い 

  発注者は、「センター業務委託料」と「会員業務委託料」をセンターに支払います。 

⑩ 委託料の引渡し 

センターは、発注者から受け取った「会員業務委託料」を会員に引き渡します。 

 

料金の一部に関する消費税の課税関係 

 センターが発注者から受け取る利用料金は、会員業務委託料（会員が手にする報酬）とセン

ター業務委託料の二つで構成されます。 

 このうち、三者間の包括的契約においては、会員が会員業務委託料の請求及び受領をセンター

に委託しますので、センターを経由して請求することになりますが、発注者が会員に支払う形に

なります。 

 そのため、センターは、センター業務委託料については、消費税に係る適格請求書（インボイ

ス）を交付しますが、会員業務委託料については、交付することができません。 
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 この場合、本来であれば、会員が会員業務委託料に係る適格請求書（インボイス）を交付する

立場にありますが、会員は、年間の課税売上高が１，０００万円以下の「消費税免税事業者」で

あるため、適格請求書（インボイス）を発行することができません。 

 センターが発行する請求書には、次のとおり料金の内訳を記載しますので、ご留意ください。 

利用料金の請求内訳と請求書様式 

利用

料金 

委託料の内訳 請求書様式 仕入税額控除 

センター業務委託料 
適格請求書 

（インボイス） 

対 象 

（従来どおり全額控除） 

会員業務委託料 インボイス非対応 
対象外 

（経過措置あり） 

＊適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税事業者。以下「免税

事業者等」という。）から行った課税仕入れは、仕入税額控除の適用を受けることはできません。 

ただし、令和１１年９月末までの間は、免税事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一

定割合を仕入税額として控除することができる経過措置が設けられています。 

 

 発注者が次のいずれかに該当する場合は、三者間の包括的契約に見直す場合であっても、これ

までの消費税の納税と変更はありません。 

① 個人や家庭等、事業主ではない者 消費税申告納税対象外（納税義務対象外） 

② 簡易課税制度を選択している事業主 
消費納税額計算に際して、インボイスを必要としな

いため、これまでと同じ取り扱いとなります。 

③ 官公庁等の一般会計による事業 
みなし仕入税額控除が適用され、これまでと同じ取

り扱いとなります。 

 

〔課税事業者の皆様へのお願い〕 

課税事業者の皆様には、会員業務委託料について、適格請求書（インボイス）を発行す

ることができないため、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなり、負担増につ

ながる結果となりますが、厚生労働省から契約の見直しが提示されたことと併せて、セン

ターの事業を適法に運営するうえで，やむを得ない対応であることについて、ご理解いた

だきますよう、お願い申し上げます。 

＊


